
第８回伊豆の国市駅伝大会を開催します。大仁市民
会館をスタート・ゴールとする狩野川堤防を走る８
区間全長 20.62kmのコースで行われます。参加団体
を募集しますので、脚力自慢の皆さん、ぜひご参加
ください。また、当日は選手を勇気づける皆さんの、
熱いご声援をお願いします。

申込み　平成 25年 1月 7日（月）17：00までに社
　　　　会教育課（あやめ会館）にある申し込み用紙
　　　　に記入し、社会教育課窓口へ提出（FAX 可）
代表者説明会　平成 25年１月 22 日（火）19：00 ～
　　　　　　　あやめ会館３階多目的ホール
　　　　　　　※参加チームは必ず出席すること

元旦マラソン&
ウォーキング大会

と　き　平成 25年２月３日（日）
　　　　少雨決行（延期なし）
開会式 8：00　スタート 9：00　表彰式 12：00

伊豆の国市駅伝大会

地区の部

市内地区の希望団体
（市内在住の高校生以上の人）
高校生は２人以内とする
『自治会で混成されたチーム』
※他地区の人は不可

一般の部

市内の希望団体
（在住・在勤・在学の人）
『企業・任意団体・高校』
※一般の部のみ市外者１人の
　登録および出場を認める。

中学男子の部
市内中学校の生徒
市内スポーツ少年団登録者

中学女子の部
市内中学校の生徒
市内スポーツ少年団登録者

小学生の部
市内小学校の児童
市内スポーツ少年団登録者
４年生以上の人

チーム編成

通行止め　大会実施に際し、一時車両通行止めと　
　　　　　なります。ご協力をお願します。
　　区間　大門橋小坂側信号交差点 ～ 天野陸閘
　　時間　9：03 ～ 最終走者通過

問 社会教育課
☎ 055-948-1461　FAX 055-948-1470

このページに関するお問い合わせは

◆スタート、ゴール　大仁市民会館
第１区　大仁市民会館 → リバーサイドパーク堤防
第２区　リバーサイドパーク堤防 → 伊豆中央高校前 
第３区　伊豆中央高校前 → 谷戸堤防
第４区　谷戸堤防 → 伊豆中央高校前
第５区　伊豆中央高校前 → 谷戸堤防
第６区　谷戸堤防 → 千歳橋南側下
第７区　千歳橋南側下 → リバーサイドパーク堤防
第８区　リバーサイドパーク堤防 → 大仁市民会館

コース　8区間　全長：20.62km

と　き　　平成 25年１月１日（火）　※雨天中止
受　付    　8：30 ～ 9：20
開会式　　 9：30 ～
スタート　 9：50 ～　 ウォーキングの部　3.00km
　　　　　10：00～　マラソンの部　1.65km
　　　　　10：00～　マラソンの部　2.85km
会　場　　韮山時代劇場ひだまり広場
種　目　　・ウォーキングの部（3.00km）
　　　　　・一般男女別マラソンの部（1.65km、2.85km）
　　　　　・小学生男女別マラソンの部（1.65km、2.85km）
参加費　　無料
駐車場　　約 150 台（無料）
申込み　　当日受け付けのみとなりますので、直接会場へお越しください。
　　　　　※受け付けの混雑が予想されますので、お早めにお越しください。
その他　　抽選会あり

第８回伊豆の国市元旦マラソン＆ウォーキング大会を開催します。
新春の日差しを浴びながら、走りたい人、歩きたい人、年齢問わず
誰でも参加できます。お誘い合わせてご参加ください。

新様式は市ホームページにも掲載します。問 課税課　☎ 055-948-2918

平成24年12月から軽自動車税に
関する窓口手続きを変更します。

　原動機付自転車・小型特殊自動車の登録や変更、
廃車手続きに必要な『軽自動車税申告（報告）書兼標
識交付申請書』『軽自動車税廃車申告書兼標識返納
書』の様式を変更します。12月以降は新様式をご使
用ください。

　軽自動車税申告は、当該車両の主たる定置場の存
在する市区町村に提出しなければなりません。伊豆
の国市に住民登録があっても、主たる定置場が市内
になければ、軽自動車税申告を受け付けできません。

■ 原動機付自転車、小型特殊自動車の手続きの方法（平成24年12月～）

■ 軽自動車税申告は主たる定置場※のある市区町村で。
※主たる定置場…軽自動車等の運行を休止した場合において主として駐車する場所

新規登録 届出内容の変更 廃車

必要なもの 　　　　・印鑑（所有者、使用者の印）※法人の場合には法人の社印
　　　　・届出者の本人確認用書類（運転免許証、健康保険証等）

添付書類など

①新車・中古車の購入
　・販売証明書＊
②市外からの転入
●廃車済みの場合
　・廃車申告受付書
●未廃車の場合
　・標識（ナンバー）
　・標識交付証明書

①所有者等の名義の変更
　・譲渡証明書＊
　・標識交付証明書
　・標識（ナンバー）
　   （変更しない場合は不要）
②標識の紛失による再交付
　・標識交付証明書
　・標識弁償金

①車両の廃棄
　・標識（ナンバー）
　・標識交付証明書
②車両が盗難された場合
　・警察へ届出をした盗難届の
　　受理番号
③市外へ転出する場合
　・標識（ナンバー）
　・標識交付証明書
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変更点1 軽自動車税申告書の様式

窓口における届出者（第三者含む）
の本人確認を行います。変更点2

　標識（ナンバー）を受納・返納する際には、窓口
で軽自動車税申告書届出者の本人確認を行います。
再発行できない標識（ナンバー）や、個人情報・車
両情報が記載された証明書は大切なものです。交付
する物の重要性を考慮し、届出者（交付を受ける人）
の本人確認を徹底します。
※届出者の本人確認は、届出者が本人、第三者にか
　かわらず実施します。窓口での本人確認にご理解
　とご協力をお願いします。

　車両の構造変更、総排気量等の変更により、第１
種原動機付自転車をミニカーや第２種原動機付自転
車へ変更する場合には、『原動機付自転車の改造・
排気量等変更届出書』を記載し、軽自動車税申告書
に添付してください。ミニカー登録の際には、様式
の裏面への写真添付が必要です。
※ 50㏄超の３輪以上の車両は、市役所では登録　 
　できません。

法人の所有する原付等の軽自動
車税申告、法人でない個人商店
や組合等団体の場合の申告

変更点3

　法人の場合、登記簿謄本または登記事項証明書（コ
ピー可）の添付が必要になります。また、個人事業
主、法人登記されていない店舗、農業の組合等の団
体については、代表者の個人住所・氏名による所有
者（納税義務者）の申告をお願いします。
※課税課で法人登録等が確認できる場合には登記　
　簿謄本などの添付は不要です。

ミニカーの登録、総排気量等の変更変更点4

＊  『販売証明書』、『譲渡証明書』は車両の二重登録を防止するために必要です。

新しくなった申告書の様式

また、当市に住民登録がなくても市内に主たる定
置場がある場合には、運転免許証のコピーまたは
住民票の写しのコピーなど本人確認用書類の添付
が必要です。


